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は
じ
め
に

　

「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
（
以
下
「
諸
形
態
」
）
は
、

マ
ル
ク
ス
が
詳
細
な
歴
史
研
究
に
基
づ
い
て
歴
史
的
考
察
を
叙
述
し
た

数
少
な
い
草
稿
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
『
経

済
学
批
判
要
綱
』
（
以
下
『
要
綱
』
）
自
体
と
は
別
に
翻
訳
さ
れ
る
な
ど
、

歴
史
学
者
を
中
心
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
は
、
『
経
済
学

批
判
』
序
言
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
史
的
唯
物
論
」
の
公
式
（
ア
ジ

ア
的
、
古
典
古
代
的
、
封
建
的
、
お
よ
び
資
本
主
義
的
生
産
様
式
）
を
補
強
し
、

「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
を
確
立
す
る
た
め
に
、
「
諸
形
態
」
の
歴
史
的

考
察
を
参
照
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
塚
久
雄
も
「
諸
形
態
」

を
素
材
と
し
て
「
ア
ジ
ア
的
→
古
典
古
代
的
→
ゲ
ル
マ
ン
的
」
と
い
う

「
歴
史
的
な
継
起
的
発
展
諸
段
階
」
か
ら
独
自
の
「
共
同
体
」
論
を
構

築
し
た
が

）
1
（

、
継
起
的
発
展
を
強
調
す
る
点
で
は
「
史
的
唯
物
論
」
と
大

差
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
を
「
継
起
・
段
階
、
法
則
」
と

捉
え
る
理
解
に
対
し
て
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
や
福
富
正
実
は

「
三
形
態
」
を
「
類
型
上
の
違
い
」
と
し
て
、
ま
た
は
自
然
生
的
共
同

体
（
定
住
農
耕
以
前
の
原
始
共
同
体
）
か
ら
発
展
す
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
ル
ー
ツ
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
に
序
列
化

さ
れ
た
単
線
的
な
継
起
的
発
展
を
否
定
し
、
「
三
形
態
」
か
ら
階
級
社

会
へ
の
移
行
の
多
様
性
を
強
調
し
て
い
る

）
2
（

。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
に
と
っ
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て
、
「
最
後
の
敵
対
的
形
態
」
と
し
て
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
の

移
行
に
関
し
て
は
、
ど
の
前
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
継

起
的
段
階
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点

に
関
し
て
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
「
諸
形
態
」
に
お
い
て
は
、
『
資
本
論
』

「
本
源
的
蓄
積
」
論
と
比
べ
て
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
に

か
ん
す
る
十
分
な
記
述
が
存
在
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
と
は
異
な
り
、
特
定
の
生
産
様
式
が
特
定
の
予

定
の
順
序
で
継
起
す
る
こ
と
を
歴
史
学
的
に
実
証
す
る
こ
と
は
否
定
す

る
。
し
か
し
、
よ
り
広
い
意
味
で
歴
史
的
発
展
を
問
題
と
す
る
「
一
般

理
論
」
と
し
て
の
「
史
的
唯
物
論
」
は
放
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

ま
た
、
植
村
邦
彦
も
単
純
な
「
時
間
の
等
質
的
連
続
性
」
と
は
異
な

る
意
味
で
、
「
三
形
態
」
は
時
間
的
序
列
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
継
起
的
な
発
展
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
「
可
能
性
」
の
変
化
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
さ
ら
に
植
村
は
、
マ
ル

ク
ス
の
想
定
す
る
歴
史
的
＝
時
間
的
序
列
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
発
展
の

理
念
型
構
成
」
＝
「
概
念
の
論
理
的
秩
序
」
と
理
解
し
、
そ
れ
を
「
生

産
諸
力
の
発
展
段
階
」
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
発
展
段

階
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
、
植
村
も
、
自
身
が
批
判
す
る
「
史
的
唯
物

論
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
限
り
な
く
近
づ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

）
3
（

。
そ
れ

に
対
し
て
、
熊
野
聰
は
「
諸
形
態
が
個
人
の
共
同
体
へ
の
定
在
の
仕
方

の
諸
形
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
生
産
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
発
展

関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
定
住
事
情
や
土
地
の
物
理
的
性
状
に
よ
っ

て
生
ず
る
類
型
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
共

同
体
的
土
地
所
有
に
た
い
す
る
関
係
の
諸
形
態
で
あ
る
こ
と

）
4
（

」
だ
と
述

べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
熊
野
は
大
塚
の
よ
う
に
「
近
代
に
お
け
る
個

人
の
自
立
と
の
対
比
に
お
け
る
前
近
代
の
共
同
関
係
と
い
う
問
題
意

識
）
5
（

」
か
ら
で
は
な
く
、
「
生
産
力
の
発
展
段
階
」
と
い
う
歴
史
的
＝
時

間
的
序
列
を
否
定
し
、
「
諸
形
態
」
の
類
型
を
「
共
同
体
」
概
念
と
の

関
連
に
お
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
「
三
形
態
」
を
「
継
起
的
発
展
」

で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
「
類
型
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

時
間
的
序
列
と
は
異
な
る
意
味
で
の
継
起
性
と
は
何
か
、
と
問
う
こ
と

は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
主

題
は
、『
資
本
論
』
に
お
け
る
「
本
源
的
蓄
積
」
に
さ
ら
に
先
行
す
る
「
本

源
的
所
有
」
形
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
近
代
的
「
所
有
」
す
な
わ
ち
「
私
的
所
有
」

の
種
差
性

）
6
（

、
さ
ら
に
は
「
共
同
体
」
の
解
体
に
よ
る
「
無
所
有
」
の
成

立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
エ
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
も
、
本

源
的
所
有
の
「
三
形
態
」
を
「
継
起
の
プ
ロ
セ
ス
」
か
「
本
源
的
共
同

所
有
か
ら
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
ル
ー
ツ
」
の
ど
ち
ら
と
見
な
す
べ
き

か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス

が
「
歴
史
的
継
起
」
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
彼
の
考
察
が
資
本

主
義
の
特
異
性
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
に
は
な

ら
な
い

）
7
（

。
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そ
れ
で
は
、
「
諸
形
態
」
の
主
題
で
あ
る
「
本
源
的
所
有
」
論
の
意

義
と
は
何
か
。
中
村
哲
は
、
単
な
る
歴
史
的
起
源
で
は
な
く
、
論
理
的

な
意
味
と
し
て
「
本
源
的
所
有
」
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
「
労
働
者
が
生
産
手
段
と
し
て
他
の
生
産
手
段
に
付
属
す
る
形
態
（
＝

奴
隷
制
・
農
奴
制
）
を
も
含
む
、
前
資
本
制
的
所
有
の
抽
象
的
・
一
般

的
規
定

）
8
（

」
と
定
義
す
る
。
従
来
の
、
い
わ
ゆ
る
「
階
級
闘
争
」
史
観
で

は
、
「
奴
隷
制
・
農
奴
制
」
が
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
資
本
―

賃
労
働
関
係
と
並
列
化
さ
れ
、
両
者
は
剰
余
労
働
の
搾
取
と
い
う
支
配
・

隷
属
関
係
に
お
い
て
同
一
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
た
と
え
階
級
的

性
格
を
も
つ
と
し
て
も
、
「
奴
隷
制
・
農
奴
制
」
は
、
近
代
資
本
主
義

社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
「
無
所
有
」
状
態
と
は
全
く
異
な
り
、
諸
個

人
に
「
本
源
的
所
有
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

近
代
批
判
と
し
て
の
「
本
源
的
所
有
」
規
定
を
論
理
的
に
お
さ
え
た
う

え
で
、
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
「
本
源
的
所
有
」
の
「
三
形
態
」
を
テ

ク
ス
ト
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

一　

本
源
的
所
有
の
「
二
形
態
」
の
意
義

　

お
お
よ
そ
、
先
行
研
究
は
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
か
ら
出
発
す

る
が
、
「
諸
形
態
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
「
古
典
古

代
的
形
態
」
「
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
」
と
い
う
本
源
的
所
有
の
「
三
形
態
」

は
、
よ
り
大
別
し
た
「
二
形
態
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
別
の
前
提
〔
自
由
な
労
働
を
労
働
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
分
離
す

る
こ
と
〕
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
労
働
者
を
彼
の
自
然
の
仕
事
場

と
し
て
の
大
地
か
ら
切
り
離
す
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
東
洋
的
共
同
体
に

基
づ
く
共
同
的
な
土
地
所
有
の
解
体
な
ら
び
に
自
由
な
小
土
地
所
有

の
解
体
で
あ
る

）
9
（

。 

（M
E

G
A

 II/1, S.379.

）

　

前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
「
本
源
的
所
有
」
と
は
、「
個
々

人
が
労
働
お
よ
び
再
生
産
の
自
然
的
諸
条
件
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
自

己
に
属
す
る
諸
条
件
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
（verhalten

）
」（ibid, 

S.380

）
あ
る
い
は
そ
の
自
然
的
諸
条
件
に
対
し
て
自
己
の
所
有
物
と

す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
本
源
的
所
有
」

の
も
と
で
、
個
々
人
は
「
共
同
体

）
10
（

」
の
構
成
員
と
し
て
、
「
共
同
体
」

に
よ
っ
て
所
有
者
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
自
ら
の
生
存
を
「
共
同
体
」

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
本
源

的
統
一
は
、
諸
個
人
の
「
人
格
的
な
関
わ
り
合
い
」
す
な
わ
ち
「
成
員

相
互
間
の
関
わ
り
合
い
」
と
し
て
の
「
共
同
体
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
「
個
人
（Individuum

）
は
、
他
の
個

人
に
た
い
し
て
も
、
同
じ
様
態
で
関
わ
る
」（ibid, S.379.

）
。
つ
ま
り
、「
共

同
体
」
に
お
い
て
、
個
人
が
自
ら
に
対
し
て
自
ら
を
所
有
者
と
す
る
よ

う
に
し
て
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
個
人
す
な
わ
ち
他
の
共
同
体
成

員
に
対
し
て
も
彼
ら
を
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と

す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
と
い
う
こ
の
前
提
は
「
本
源
的
所
有
」

の
二
形
態
に
対
応
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
前
提
が
、
共
同
体
組
織
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
措

定
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
共
同
体
を
構
成
す
る
個
々
の
家
族
に

由
来
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
個
人
は
他

の
個
人
に
対
し
て
、
共
同
所
有
者
、
す
な
わ
ち
そ
の
数
だ
け
の
共
同

所
有
の
化
身
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
か
、
ま
た
は
、
彼
と
な
ら

ぶ
自
立
し
た
所
有
者
す
な
わ
ち
自
立
し
た
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う

に
し
て
関
わ
る
の
で
あ
る
。 

（ibid.

）

　

第
一
の
東
洋
的
共
同
体
に
お
い
て
は
、
こ
の
前
提
が
共
同
体
組
織
そ

れ
自
体
に
直
接
的
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
個
人
は
他
の
個
人
に
対

し
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
他
方
、
第
二

の
自
由
な
小
土
地
所
有
に
お
い
て
は
、
こ
の
前
提
が
共
同
体
そ
れ
自
体

で
は
な
く
共
同
体
を
構
成
す
る
小
家
族
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
個

人
は
他
の
個
人
に
対
し
て
自
立
的
な
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
「
本
源
的
所
有
」
形
態
で
あ

る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し

て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
か
、
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
前
者
で
は
、
諸
個
人
が
互
い
を
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
い
、
後
者
で
は
、
諸
個
人
が
互
い
に
自
立
し
た
私
的
所
有
者

と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
差
異
は
以
下
の
こ
と
に
由
来
す
る
。

共
同
体
組
織
の
共
同
所
有
が
全
土
地
と
全
成
員
を
統
括
す
る
東
洋
的
共

同
体
と
は
対
照
的
に
、
「
自
由
な
土
地
所
有
者
か
ら
な
る
西
洋
の
共
同

体
」
（ibid, S.378.

）
で
は
、
共
同
体
の
紐
帯
が
一
定
程
度
弛
緩
し
、
共

同
体
か
ら
一
定
程
度
自
立
し
た
複
数
の
小
家
族
が
私
的
所
有
者
と
し
て

共
同
体
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
、
共
同
所
有
が
小
家
族
の
私
的
所
有
と

は
別
個
に
公
有
地
（ager publics

）
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
自
由
な
小
土
地
所
有
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、
本
源
的
所
有

を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
諸
個
人
が
共
同
体
の
共
同
所
有
の
単
な
る
「
化

身
」
に
す
ぎ
な
い
東
洋
的
共
同
体
と
の
対
照
関
係
に
お
い
て
、「
共
同
体
」

の
紐
帯
か
ら
一
定
程
度
解
放
さ
れ
た
小
家
族
が
私
的
所
有
者
と
し
て
自

立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

）
11
（

。
そ
の
意
味
で
、
「
共
同
体
」
の

紐
帯
が
一
定
程
度
弛
緩
し
、
小
家
族
が
共
同
体
の
構
成
単
位
で
あ
る
後

者
が
、
前
者
と
の
対
照
関
係
で
論
理
的
に
よ
り
資
本
主
義
社
会
に
近
い

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
「
共
同
体
」
の
紐
帯
は
一
定
程
度
し
か
弛
緩
し
て
い
な

い
の
で
、
後
者
の
「
自
由
」
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
物
象

の
担
い
手
と
し
て
の
諸
個
人
の
自
由
で
は
決
し
て
な
い
。
自
由
な
小
土

地
所
有
に
お
い
て
は
、
生
産
手
段
に
対
す
る
肯
定
的
な
関
わ
り
が
保
証
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さ
れ
て
お
り
、
小
家
族
と
い
う
共
同
体
組
織
を
前
提
と
し
た
、
家
内
工

業
と
結
び
つ
い
た
小
規
模
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の

「
私
的
所
有
」
も
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と

は
異
な
り
、
共
同
体
か
ら
一
定
程
度
切
り
離
さ
れ
た
小
家
族
の
所
有
と

い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
あ
と
で
ロ
ー
マ

的
形
態
・
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
を
扱
う
際
に
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
主
要
な
「
本
源
的
所
有
」
形
態
は
叙
述
が
進
む

と
「
三
形
態
」
へ
と
分
化
す
る
。
冒
頭
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
同

体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
二
形
態
は
、
一
方
が
そ

の
ま
ま
第
一
形
態
と
な
り
他
方
が
第
二
・
第
三
形
態
に
分
化
す
る
。
す

わ
な
ち
、
第
二
・
第
三
形
態
の
区
別
は
「
私
的
所
有
」
と
「
個
人
的
所

有
」
の
差
異
に
基
づ
い
て
、
初
め
か
ら
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
と
い
う
の
も
、
先
行
研
究
で
は
「
二
形
態
」
論

が
ほ
ぼ
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体

的
規
定
に
即
し
て
三
形
態
を
考
察
す
る
際
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸

個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
と
い

う
「
二
形
態
」
論
の
前
提
を
ま
ず
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

次
節
以
降
、
本
源
的
所
有
の
「
三
形
態
」
を
詳
細
に
検
討
す
る
が
、

あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
と
、
「
三
形
態
」
の
区
別
化
に
よ
る
「
本
源

的
所
有
」
論
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
に
先
行
す
る
諸
形
態

が
も
つ
特
有
の
諸
制
限
の
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

諸
個
人
が
「
労
働
の
客
体
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
彼
ら
が
行
っ
て
い
た

そ
れ
ま
で
の
―
―
あ
れ
こ
れ
の
し
か
た
で
の
―
―
肯
定
的
な
連
関
」

（ibid, S.406.

）
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
生

産
様
式
が
歴
史
的
に
成
立
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
以

下
の
展
開
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
先
行
研
究
が
着
目
し

た
よ
う
な
「
三
形
態
」
相
互
の
差
異
の
み
な
ら
ず
、
各
形
態
と
近
代
資

本
主
義
社
会
と
の
種
差
性
を
つ
と
に
考
察
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

二　
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

本
節
で
は
、
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
の
う
ち
、
第
一
形
態
、
な

か
で
も
ア
ジ
ア
的
形
態
に
つ
い
て
具
体
的
規
定
に
即
し
て
み
て
い
こ
う
。

従
来
の
論
争
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
に
お
い
て

は
、
ア
ジ
ア
的
形
態
が
階
級
社
会
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
奴
隷
制
・
農
奴
制

と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た

）
12
（

。
し
か
し
、
本
源
的
所
有
と
い
う
「
諸

形
態
」
の
主
題
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
テ
ク
ス
ト
に
内
在
し
て
具
体
的
諸

規
定
か
ら
ア
ジ
ア
的
形
態
に
固
有
の
論
理
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
い
て
、
各
個
人
が

共
同
体
組
織
の
成
員
と
し
て
、
所
有
者
と
し
て
関
わ
り
合
い
、
す
な
わ

ち
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
、
客
体
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
自
ら
の

所
有
物
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
基
本
的
な
関
係
は
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
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が
な
い
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
的
形
態
の
基
本
的
特
徴
は
①
多
数
の
共
同
体

組
織
が
世
襲
的
な
占
有
者
（B

esitzer

）
と
し
て
し
か
現
わ
れ
ず
、
②

そ
の
上
に
専
制
君
主
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
包
括
的
統
一
体
が
唯

一
の
現
実
的
な
所
有
者
（E

igenthum
er

）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
こ
の
場
合
そ
れ
ら
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
で
は
、
個
々

人
（E

inzelne

）
は
事
実
上
、
無
所
有
（E

igenthum
slos

）
」（ibid, S.380.

）

で
あ
り
、
「
個
々
人
は
け
っ
し
て
所
有
者
に
は
な
ら
ず
、
占
有
者
に
な

る
だ
け
な
の
で
、
実
際
に
は
彼
自
身
が
、
共
同
体
の
統
一
性
を
体
現
し

て
い
る
者
の
所
有
物
で
あ
り
、
奴
隷
で
あ
る
」
（ibid, S.397.

）
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
専
制
君
主
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
奴
隷
で
あ

る
「
無
所
有
」
の
個
々
人
を
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
客
体
的

諸
条
件
を
全
く
失
い
、
共
同
体
組
織
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
「
無
所
有

の
労
働
者
」
と
決
し
て
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
マ

ル
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
こ
こ
〔
ア
ジ
ア
的
形
態
〕
で
は
、
奴
隷
制
は
、

労
働
の
諸
条
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
本
質
的
な
関
係
〔
本

源
的
所
有
〕
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
」
（ibid.

）
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
個
々
人
は
特
殊
的
共
同
体
組
織
に
お
い
て
そ
の
成
員
で
あ
る

か
ぎ
り
占
有
者
と
し
て
関
わ
り
あ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
占
有
と
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
所
有
も
、
唯
一
の
現
実
的
な
所
有
者
で
あ
る
専
制
君

主
に
よ
っ
て
特
殊
的
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
個
人
に
委
譲
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
専
制
君
主
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
上
位
の
「
共
同
体
」
で

あ
る
包
括
的
統
一
体
が
「
多
数
の
現
実
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
の
上
に

立
つ
一
つ
の
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
」
（ibid, S.380.

）
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
例
え
ば
「
統
一
体
が
部
族
内
家
族
の
首
長
で
代
表
さ
れ
て
い

る
」
（ibid, S.381.

）
と
い
う
仕
方
で
「
人
格
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
「
人
格
と
し
て
存
在
す
る
上
位
の
共
同

集
団
（G

em
einschaft

）
」
（ibid, S.380.

）
す
な
わ
ち
包
括
的
統
一
体
に

お
い
て
、
諸
個
人
は
互
い
を
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り

あ
う
が
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
物
象
の
交
換

に
よ
っ
て
「
人
間
は
も
は
や
自
己
に
た
い
し
て
、
た
だ
個
別
化
さ
れ
た

者
と
す
る
よ
う
に
し
て
連
関
す
る
だ
け
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
諸

個
人
が
互
い
に
対
し
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ

う
」
ア
ジ
ア
的
形
態
と
は
正
反
対
に
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
物
象
が
「
真
の
共
同
体
組
織
」
（ibid, S.400.

）
と
な
り
、
諸
個
人

が
「
自
己
を
一
般
的
か
つ
共
同
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
自
己
を
個

別
化
さ
れ
た
者
と
し
て
措
定
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
」

（ibid.

）
。
畢
竟
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
上
位
の
「
共
同
体
組
織
」

で
あ
る
統
一
体
が
「
一
つ
の
特
殊
的
な
も
の
」
と
し
て
現
れ
た
専
制
君

主
が
唯
一
の
所
有
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
位
の
特
殊
的
共
同

体
組
織
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
が
互
い
を
占
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
、

そ
し
て
専
制
君
主
の
委
譲
に
よ
っ
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
う
、
と
い
う
本
源
的
所
有
が
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
東
洋
的
専
制
主
義
の
、
ま
た
法
律
上
（juristisch

）
そ

こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
み
え
る
（scheinen

）
無
所
有
の
ま
っ
た
だ

な
か
に
、
実
際
に
は
（in der Tat

）
、
こ
う
し
た
部
族
所
有
ま
た
は

共
同
体
所
有
が
基
礎
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（ibid, S.380.

）

　

ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
、
特
殊
的
共
同
体
組
織
の
剰
余
生
産
物
は
、

包
括
的
統
一
体
（
専
制
君
主
）
に
帰
属
す
る
こ
と
が
、
法
律
的
に
（legal

）

規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外
見
上
、
個
々
人
は
無
所
有
で
あ
る
か
の
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
個
々
人
す
な
わ
ち
「
共
同
体
成
員

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
共
同
的
所
有
の
共
同
占
有
者
（M

itbesitzer

）
」

（ibid, S.383.

）
で
あ
っ
て
、
下
位
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
、

本
源
的
所
有
が
個
々
人
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

二
・
第
三
形
態
と
の
対
照
関
係
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
土
地
の

「
私
的
所
有
」
が
存
在
し
な
い
主
要
な
理
由
を
、
マ
ル
ク
ス
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
所
有
〔
東
洋
的
専
制
主
義
の
基
礎
に
あ
る
、
第
一
形
態
の
部
族
所

有
や
共
同
体
所
有
〕
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
小
共
同
体
内
部
の
製

造
業
と
農
業
と
の
結
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
結
果
、
こ
の
小
共
同
体
は
完
全
に
自
給
自
足
的
な
も
の
と
な
り
、

再
生
産
及
び
剰
余
生
産
の
い
っ
さ
い
の
条
件
を
自
己
自
身
の
な
か
に

も
っ
て
い
る
。 

（ibid, S.380.

）

　

す
な
わ
ち
、
共
同
体
内
部
で
完
全
に
自
給
自
足
的
な
生
産
と
再
生
産

を
行
う
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
「
農
業
と
製
造
業
と
の
東
洋
的

補
完
関
係
」
（ibid, S.398.

）
が
強
固
に
残
存
し
て
い
る
た
め
、
「
ま
っ

た
く
外
的
な
影
響
に
よ
る
」
こ
と
な
し
に
、
「
共
同
体
へ
の
客
体
的
、

経
済
的
な
紐
帯
」
（ibid.

）
を
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
、

第
二
・
第
三
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ

ア
的
形
態
に
お
い
て
「
こ
の
紐
帯
は
強
く
根
付
い
て
」（ibid.

）
お
り
「
最

も
し
ぶ
と
く
最
も
長
く
も
ち
こ
た
え
る
の
は
、
必
然
的
に
ア
ジ
ア
的
形

態
」
（ibid, S.391.

）
な
の
で
あ
る
。

三　
「
ロ
ー
マ
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
体
成
員
で
あ
る
個
々
人
が
共
同
体
の
占
有
者
に

す
ぎ
ず
、
個
々
人
の
所
有
は
共
同
体
所
有
、
具
体
的
に
は
専
制
君
主
の

所
有
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
第
一
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
、
第
二

形
態
で
は
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
個
々
人
の
所
有
が
存
在
す
る
と

い
う
。
そ
れ
は
「
よ
り
激
動
化
し
た
歴
史
的
生
活
の
所
産
で
あ
り
、
本

源
的
な
諸
部
族
の
盛
衰
と
変
形
と
の
所
産
で
あ
る
」
（ibid, S.381.

）
。

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
は
「
部
族
の
共
同
的
性
格
が
、
外
部
に
た
い
す

る
消
極
的
統
一
性
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
た
そ
う
現
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
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る
」
（ibid, S.382.

）
結
果
、
個
々
人
が
私
的
所
有
者
と
な
る
条
件
が
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
外
部
に
た
い
す
る
消
極
的
統
一
性
」

と
は
、
共
同
体
に
お
け
る
共
同
的
労
働
が
、
第
一
形
態
の
よ
う
に
専
制

政
府
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
、
自
分

た
ち
の
共
同
体
を
脅
か
す
他
の
共
同
体
に
た
い
す
る
戦
争
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
戦
争
は
、
生
存
・
生
活
の
客
体
的
諸
条
件
を
占
拠
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
客
体
的
諸
条
件
の
占
拠
を
守
り
永
久
化

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
重
大
な
全
体
的
課
題
で
あ
り
、
必

要
不
可
欠
な
重
大
な
共
同
的
労
働
で
あ
る
。 

（ibid, S.381.

）

　

ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
共
同
体
か
ら
一
定
程
度
「
自

由
」
な
複
数
の
小
家
族
か
ら
な
る
共
同
体
は
、
「
な
に
よ
り
も
ま
ず

―
―
軍
制
・
兵
制
と
し
て
―
―
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
」
（ibid.

）

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
共
同
体
は
完
全
に
解
体
す
る
こ
と
な
く
、

暴
力
に
よ
る
客
体
的
諸
条
件
の
占
拠
を
つ
う
じ
て
個
々
人
に
本
源
的
所

有
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
軍
事
的
な
組
織
の
基
礎
と
し
て
、

共
同
体
成
員
の
居
住
地
が
都
市
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
第
一
形
態
で
は
、
都
市
は
「
王
侯
の
宿
営
地
に
す
ぎ
ず
、
本
来
の

経
済
的
構
造
に
付
け
加
え
ら
れ
た
蛇
足
物
」
（ibid, S.387.

）
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
一
方
、
第
二
形
態
で
は
、
共
同
体
成
員
で
あ
る
農
民
（
土
地

所
有
者
）
の
居
住
地
と
し
て
、
都
市
は
共
同
体
の
本
拠
を
な
し
、
農
村
（
土

地
）
・
村
落
・
耕
地
と
い
っ
た
経
済
的
基
礎
は
都
市
の
領
地
と
し
て
現

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
形
態
に
お
け
る
都
市
は
、
第
一
形
態
の
よ
う

に
本
来
の
経
済
的
構
造
の
蛇
足
物
で
は
な
く
、
経
済
的
構
造
の
土
台
を

な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
①
農
村
生
活
の
起
点
②
農
民
の
居
住

地
③
戦
争
遂
行
の
起
点
と
し
て
の
都
市
へ
の
集
中
に
よ
っ
て
、
共
同
体

そ
れ
自
体
が
「
個
々
人
の
存
在
と
は
区
別
さ
れ
る
外
的
存
在
」（ibid.

）

す
な
わ
ち
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
（Staat

）
と
し
て
成
立
す
る
。

　

一
方
で
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
国
家
は
、
外
的
な
軍
事
的
組
織

で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
代
国
家
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
「
自
由
で

平
等
な
私
的
所
有
者
の
相
互
間
の
関
わ
り
合
い
（B

eziehung auf 

einander

）
で
あ
り
、
外
部
に
対
す
る
彼
ら
の
結
束
で
あ
り
、
同
時
に

彼
ら
の
保
証
で
あ
る
」
（ibid, S.382.

）
。
こ
こ
で
は
、
共
同
体
が
人
格

的
依
存
関
係
に
基
づ
く
国
家
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
媒
介
さ
れ
て
、

個
々
人
の
本
源
的
所
有
が
保
証
さ
れ
、
逆
に
、
共
同
体
成
員
と
し
て
諸

個
人
が
相
互
に
た
い
し
て
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
合

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
は
「
共
同
の
必
要
や
共
同
の
名
誉
等
々

の
た
め
に
公
有
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
（ibid.

）
、
人
格
的
な

関
わ
り
合
い
と
し
て
の
共
同
体
が
存
立
し
、
維
持
・
再
生
産
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

彼
が
自
分
の
私
的
所
有
に
た
い
し
て
連
関
す
る
と
き
、
そ
れ
は
土
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地
に
た
い
す
る
連
関
で
あ
る
と
同
時
に
共
同
体
成
員
と
し
て
の
自
分

の
存
在
に
た
い
す
る
連
関
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
自

ら
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
共
同
体
を
維
持
す
る
こ
と
で
も

あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
る
、
等
々
。 

（ibid.

）

　

土
地
所
有
者
と
し
て
、
そ
の
資
格
に
お
い
て
共
同
体
成
員
と
し
て
、

自
給
自
足
す
る
農
民
が
自
己
を
再
生
産
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
生
存
を

保
証
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
本
源
的
所
有
を
可
能
と
す
る
労
働
の
自

然
的
諸
条
件
（
具
体
的
に
は
、
一
フ
ー
フ
ェ
の
分
割
地
）
を
、
共
同
体
が

保
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
逆
に
共
同
体
の
存
続
は
、
全
成

員
が
自
給
自
足
す
る
農
民
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て

戦
争
の
た
め
の
軍
務
等
々
の
剰
余
労
働
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
保
証
さ
れ

る
。
さ
ら
に
肝
要
な
の
は
、
「
二
形
態
」
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
、

人
格
的
関
わ
り
合
い
と
し
て
の
「
共
同
体
」
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

共
同
体
と
諸
個
人
の
相
互
保
証
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
諸
個
人
が
私
的

所
有
者
と
し
て
土
地
に
た
い
し
て
関
わ
る
と
同
時
に
、
共
同
体
成
員
と

し
て
、
他
の
諸
個
人
に
た
い
し
て
も
彼
ら
を
自
分
と
同
じ
私
的
所
有
者

と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体

成
員
と
し
て
土
地
に
た
い
し
て
関
わ
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
自
給
自

足
の
み
な
ら
ず
、
他
の
共
同
体
成
員
の
自
給
自
足
を
保
証
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
各
成
員
の
生
存
の
た
め
の
客
体

的
諸
条
件
を
保
証
す
る
共
同
体
の
た
め
に
、
彼
ら
が
公
有
地
を
維
持
・

占
拠
す
る
軍
務
な
ど
の
剰
余
労
働
を
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

共
同
体
が
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
に
お
い
て
、
共
同
体
所
有
は
、

国
家
所
有
す
な
わ
ち
公
有
地
と
し
て
成
立
し
、
共
同
体
成
員
の
私
的
所

有
す
な
わ
ち
分
割
地
か
ら
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
所
有
は
、
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二

重
の
形
態
で
成
立
し
、
相
互
に
対
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
源
的
所

有
と
し
て
の
私
的
所
有
者
相
互
間
の
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
、
個
々
人

は
、
共
同
体
の
一
成
員
と
し
て
存
在
し
、
共
同
体
を
存
続
さ
せ
る
べ
く

公
有
地
を
確
保
す
る
限
り
に
お
い
て
初
め
て
分
割
地
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
彼
ら
は
私
的
所
有
者
た
り
う
る
の
だ
か
ら
、
私
的
所

有
は
対
立
す
る
国
家
所
有
（
共
同
体
所
有
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
特
徴
的
な
、
共
同
体

の
土
地
所
有
に
お
け
る
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二
重
の
形
態
を
、

歴
史
学
者
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
『
ロ
ー
マ
史
』
を
独
自
に
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
把
握
し
た
。
こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
ず
、

さ
ら
な
る
精
確
な
論
証
の
た
め
に
は
未
刊
行
の
抜
粋
ノ
ー
ト
を
参
照
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
以
下
の
引
用
で
マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
の
土
地

（G
em

einland

）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
国
家
所
有
と
し
て
の
共
同

体
の
土
地
（G

em
eindeland

）
す
な
わ
ち
公
有
地
（ager publicus

）
と

し
て
再
定
義
し
て
い
る
。
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「
共
同
体
の
土
地
（G

em
eindeland

）
を
占
有
（B

esitz

）
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
利
用
す
る
権
利
は
、
も
と
も
と
は
貴
族
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
彼
ら
が
彼
ら
の
被
保
護
民
に
封
土
と

し
て
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
公
有
地
（ager publicus

）
か
ら
の

所
有
の
譲
渡
は
、
も
っ
ぱ
ら
平
民
の
も
の
と
な
っ
た
。
い
っ
さ
い
の

譲
渡
や
共
同
体
の
土
地
の
持
ち
分
に
た
い
す
る
賠
償
は
、
平
民
に
有

利
に
な
る
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
本
来
の
土
地
所
有
は
、
都
市
の
城
壁

に
あ
る
地
域
を
除
け
ば
、
最
初
は
た
だ
平
民
の
手
の
な
か
だ
け
に

あ
っ
た
。
」 

（ibid, S.384.

）

　

歴
史
的
に
、
共
同
体
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
の
は
、
「
か
な
り
の

程
度
に
共
同
体
組
織
を
代
表
す
る
」
（ibid, S.387.
）
貴
族
で
あ
り
、
貴

族
は
自
ら
に
従
属
す
る
被
保
護
民
等
々
を
使
用
し
て
そ
れ
を
利
用
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
封
土
を
与
え
ら
れ
た
被
保
護
民
出
身
の
平
民
が
、
階

級
闘
争
を
経
て
ロ
ー
マ
市
民
と
し
て
の
政
治
的
権
利
を
獲
得
し
、
共
同

体
の
土
地
か
ら
所
有
を
譲
渡
さ
れ
る

）
13
（

。
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、

元
来
、
平
民
は
貴
族
が
占
有
す
る
「
公
有
地
の
利
用
か
ら
締
め
出
さ
れ
、

そ
れ
を
奪
わ
れ
て
（privieren

）
」
（ibid, S.388.

）
い
る
と
い
う
意
味
で
、

共
同
体
の
土
地
を
配
分
さ
れ
た
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
私
的
（privat

）

所
有
者
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
が
占
拠
す
る
土
地
に

お
い
て
、
一
方
の
部
分
で
あ
る
公
有
地
は
貴
族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、

共
同
体
そ
の
も
の
に
残
さ
れ
た
国
家
所
有
と
し
て
存
在
す
る
。
ま
た
、

他
方
の
部
分
は
、
分
割
地
と
し
て
平
民
に
配
分
さ
れ
、
彼
ら
は
共
同
体

成
員
と
し
て
互
い
に
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
と
し
て
存
立
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
「
私
的
」
と
い

う
言
葉
の
起
源
か
ら
も
、
私
的
諸
個
人
・
私
的
人
格
を
前
提
と
す
る
近

代
的
な
排
他
的
所
有
と
し
て
の
「
私
的
所
有
」
と
ロ
ー
マ
的
形
態
の
そ

れ
が
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
同
じ
表
現
を
あ
え
て

用
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
近
代
的
な
「
私
的
所
有
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
労

働
の
客
体
的
諸
条
件
を
完
全
に
奪
わ
れ
た
（privieren

）
無
所
有
を
前

提
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
は
、
単
に
私
的
所
有
者
と

し
て
の
平
民
が
、
貴
族
と
異
な
り
、
公
有
地
の
利
用
か
ら
排
除
さ
れ
、

彼
の
分
割
地
が
空
間
的
に
も
公
有
地
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
共
同
体
成
員
で
あ
る
か
ら
、
自

ら
の
分
割
地
の
利
用
に
よ
っ
て
自
給
自
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
源
的

所
有
を
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二
重
の
形

態
は
、
次
節
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
と
の
対
照
に

お
い
て
独
自
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
こ
の

国
家
所
有
と
私
的
所
有
は
対
立
し
な
が
ら
も
、
国
家
所
有
が
私
的
所
有

を
媒
介
し
、
共
同
体
成
員
の
本
源
的
所
有
を
保
証
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
互
い
に
「
自
由
で
平
等
な
私
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的
所
有
者
」
で
あ
る
平
民
は
、
労
働
力
と
い
う
商
品
の
所
持
者
と
し
て

す
な
わ
ち
物
象
の
担
い
手
と
し
て
の
み
、
交
換
に
お
い
て
「
自
由
で
法

律
上
対
等
な
人
格
と
し
て
契
約
し
」
（M

E
G

A
 II/6, S.191.

）
私
的
所
有

者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
賃
労
働
者
（
私
的
人
格
）
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

前
者
で
は
、
私
的
所
有
者
と
し
て
の
平
民
は
、
自
ら
の
分
割
地
に
た
い

し
て
本
源
的
に
所
有
者
と
し
て
関
わ
り
、
そ
の
労
働
の
客
体
的
諸
条
件

は
、
彼
の
「
個
人
（Individuum

）
の
人
格
性
（Persönlichkeit

）
」（M
E

G
A

 

II/1, S.388.

）
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
、
共
同
体
成

員
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
市
民
の
よ
う
に
自
給
自
足
用
の
土
地

を
配
分
さ
れ
、
本
源
的
所
有
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
近

代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
「
真
の
共
同
体
組
織
」
は
、
貨
幣
に
代

表
さ
れ
る
物
象
に
ほ
か
な
ら
ず
、
近
代
国
家
も
、
共
同
体
の
成
員
を
再

生
産
の
目
的
と
す
る
都
市
国
家
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

四　
「
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

こ
こ
ま
で
、
第
二
形
態
の
基
本
的
特
徴
を
、
主
と
し
て
第
一
形
態
と

の
対
照
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
第
三
形
態
を
具
体

的
に
展
開
す
る
際
、
主
な
対
照
と
し
て
第
二
形
態
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
。
ま
ず
、
共
同
体
が
、
都
市
と
し
て
、
私
的
所
有
者
で
あ
る
国
家
市

民
の
連
合
（Verein

）
と
し
て
、
そ
れ
自
体
経
済
的
存
在
（
領
地
と
し
て

の
農
村
な
ど
）
を
も
っ
て
い
る
第
二
形
態
と
は
異
な
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的

形
態
に
お
い
て
共
同
体
は
都
市
に
集
中
し
て
は
い
な
い

）
14
（

。

　

個
々
の
家
父
長
が
あ
ち
こ
ち
の
森
の
な
か
に
、
遠
く
へ
だ
て
ら
れ

て
定
住
し
て
い
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
場
合
に
は
、
彼
ら
の
即
自
的
に
存

在
す
る
統
一
性
が
血
統
、
言
語
、
共
通
の
過
去
と
歴
史
、
な
ど
な
ど

の
か
た
ち
で
措
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
外
見
か
ら
み
た
だ
け
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
共
同
体
は
、
た
だ
共
同
体
成
員
が
そ
の
と
き
ど
き
に

連
合
化
（Vereinigung

）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。 

（ibid, S.388.

）

　

ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
は
、
都
市
へ
の
集
中
が
存
立
し
な
い
が

ゆ
え
に
、
第
二
形
態
と
は
異
な
り
、
共
同
体
は
国
家
・
国
家
制
度
と
し

て
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
体
の
経
済
的

基
礎
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
源
的
所
有
形
態
が
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
統
一
を
保

証
す
る
「
肯
定
的
な
諸
制
限
」
を
把
握
す
る
た
め
の
論
理
的
な
意
味
を

も
つ
一
方
で
、
本
源
的
所
有
形
態
そ
れ
自
体
が
、
も
っ
と
も
近
代
的
な

意
味
を
照
射
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
経
済
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

〔
…
〕
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
は
、
一
部
は
、
部
族
の
自
然

的
素
質
に
依
存
し
、
一
部
は
、
部
族
が
い
よ
い
よ
現
実
に
土
地
に
た
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い
し
て
所
有
者
と
し
て
関
わ
る
さ
い
の
、
す
な
わ
ち
労
働
に
よ
っ
て

自
己
の
果
実
を
取
得
す
る
さ
い
の
経
済
的
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
経
済
的
諸
条
件
そ
れ
自
体
が
、
気
候
、
土
地
の
自
然
的

性
状
、
自
然
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
土
地
の
利
用
様
式
、
敵
対

諸
部
族
ま
た
は
近
接
諸
部
族
に
た
い
す
る
関
わ
り
（Verhalten

）
に

依
存
し
、
ま
た
移
動
、
歴
史
的
経
緯
、
等
々
が
も
た
ら
す
も
ろ
も
ろ

の
変
化
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（ibid, S.390-391.

）

　

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
物
象
化
と
い

う
経
済
的
形
態
規
定
と
は
対
照
的
に
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
い
て
は
、

土
地
の
自
然
的
性
状
や
敵
対
す
る
部
族
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
経
済

的
諸
条
件
す
な
わ
ち
「
素
材
的
規
定
性
」
を
強
調
し
て
い
る

）
15
（

。
さ
ら
に
、

経
済
的
諸
条
件
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
所
有
形
態
を
区
別
す
る

条
件
は
、
他
の
民
族
に
た
い
す
る
「
関
わ
り
」
す
な
わ
ち
暴
力
の
組
織

化
の
論
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
け
る
「
唯
一

の
制
限
」
は
、
他
の
共
同
体
組
織
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
戦

争
が
「
最
も
本
源
的
な
労
働
の
一
つ
」
（ibid, S.395.

）
と
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
第
二
形
態
で
は
、
都
市
に
お
い
て
軍
事
的
に
組
織
さ
れ

た
国
家
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
体
に
た
い
し
て
関

わ
る
。
一
方
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
で
は
、
都
市
に
お
い
て
で
は
な
く
農

村
に
お
い
て
、
諸
家
族
が
必
要
に
応
じ
て
「
集
会
（Versam

m
lung

）
」

で
も
っ
て
連
合
化
す
る
こ
と
で
他
の
部
族
共
同
体
に
た
い
し
て
関
わ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
経
済
的
諸
条
件
の
前
提
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
条
件

は
、
本
源
的
な
土
地
に
た
い
す
る
関
わ
り
を
可
能
と
す
る
、
自
然
的
性

状
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
土
地
の
利
用
様
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ロ
ー
マ
的
形
態
は
、
領
地
と
し
て
農
村
共
同
地
を
も
つ
都
市
が
生
産
の

起
点
を
な
す
の
と
は
対
照
的
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
は
、
集
中
し
た
都

市
で
は
な
く
「
農
村
共
同
体
（Landgem

einde

）
」
（ibid, S.384.

）
に

お
い
て
孤
立
し
て
散
在
す
る
個
々
の
家
や
住
居
す
な
わ
ち
自
立
的
統
一

体
と
し
て
の
家
族
が
生
産
の
起
点
を
な
す
と
い
う
。
マ
ル
ク
ス
が
強
調

し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
的
基
礎
を
な
す
自
由
な
土
地
所
有
者
た
る
小

家
族
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
的
に
存
在
し
、
「
一
種
の
自
立
的
有

機
体
」
（ibid, S.387.

）
を
な
す
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
形
態
の
、
第
二

形
態
よ
り
も
い
っ
そ
う
共
同
体
か
ら
「
自
由
」
な
自
立
性
は
、
ロ
ー
マ

の
よ
う
に
都
市
や
都
市
に
お
け
る
官
吏
と
い
う
定
在
に
お
い
て
共
同
体

を
実
在
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
体
は
国
家
と

い
う
連
合
（Verein

）
・
統
一
体
（E

inheit

）
と
し
て
で
は
な
く
、
自
立

的
主
体
と
し
て
の
諸
家
族
に
よ
る
連
合
化
（Vereinigung

）
・
統
一
化

（E
inigung

）
と
し
て
、
現
実
的
に
は
集
会
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ

な
い
。

　

も
っ
と
も
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
的
形
態
と
同

じ
よ
う
に
、
「
公
有
地
、
共
同
体
の
土
地
が
、
す
な
わ
ち
個
々
人
の
所

有
と
は
区
別
さ
れ
る
入
会
地
（Volksland

）
」
（ibid, S.388.

）
が
存
在
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す
る
。
し
か
し
、
第
二
形
態
と
は
対
照
的
に
、
入
会
地
は
「
狩
猟
、
牧

草
、
採
木
な
ど
の
用
地
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
定
の
形
態
で
生
産
手
段
と

し
て
役
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
土

地
」
（ibid.
）
、
す
な
わ
ち
空
間
的
に
分
割
不
可
能
な
公
有
地
と
な
っ
て

い
る
。
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
国
家
が
所
有
す
る
公
有
地
は
、
貴

族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
お
り
、
一
部
分
は
共
同
体
成
員
で
あ
る
平
民

に
た
い
し
て
私
的
所
有
と
し
て
分
割
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
第
三
形
態
に
お
い
て
、
公
有
地
は
国
家
の
所
有
と
し
て
特
別
な
経
済

的
定
在
を
も
た
ず
、も
っ
ぱ
ら
「
一
部
族
の
共
同
占
有
（G
em

einbesitz

）
」

（ibid.

）
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
、

公
有
地
は
、
第
二
形
態
と
は
対
照
的
に
、
国
家
所
有
や
私
的
所
有
と
し

て
現
わ
れ
ず
、
た
だ
小
家
族
の
土
地
所
有
を
補
完
す
る
（ergänzen

）

共
同
占
有
と
し
て
現
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
公
有
地
は
、
土
地
の
占
拠
を
脅
か
す
他
の

部
族
に
た
い
す
る
防
衛
の
た
め
に
「
折
に
ふ
れ
て
開
か
れ
る
集
会
」

（ibid, S.389.

）
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
単
な
る
共
同
占

有
か
ら
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
共
同
体
の
土
地
所
有
と
な
る
。
し
か

し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
、
経
済
的
基
礎
は
あ
く
ま
で
も
共
同

体
・
国
家
で
は
な
く
個
々
の
小
家
族
に
自
立
的
に
存
在
し
て
い
る
。

　

個
々
人
の
所
有
が
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
現
わ
れ
る
の
で

は
な
く
て
、
共
同
体
お
よ
び
共
同
体
所
有
の
定
在
が
、
媒
介
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
立
的
諸
主
体
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て
、

現
わ
れ
る
。 

（ibid, S.388.

）

　

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
個
々
人
の
所
有
は
、
国
家
市
民
・
都
市

市
民
と
し
て
の
所
有
で
あ
り
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
私
的
所

有
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
共
同
体
は
、
共
同
体
成
員
と

し
て
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て
現
わ
れ
る

こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
第
三
形
態
で

は
、
共
同
体
は
小
家
族
と
い
う
自
立
的
主
体
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て

現
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
・
共
同
体
所
有
が
、
い
わ
ば
共
同
体
を

前
提
に
す
る
こ
と
な
し
に
自
立
的
に
存
在
す
る
小
家
族
の
土
地
所
有
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
、
小
家
族

の
土
地
所
有
の
単
な
る
補
完
化
（E

rgänzung

）
と
し
て
の
み
現
わ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
、「
諸
形
態
」
冒
頭
「
本

源
的
所
有
の
二
形
態
」
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
的
形
態
と
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

を
「
私
的
所
有
」
と
し
て
包
括
す
る
の
で
は
な
く
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

に
お
け
る
「
個
人
的
所
有
」
を
私
的
所
有
と
区
別
し
た
核
心
が
あ
る
。

い
ま
や
、
こ
こ
で
節
を
区
切
っ
て
、
本
題
で
あ
る
「
個
人
的
所
有
」
と

「
私
的
所
有
」
の
差
異
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
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五　
「
私
的
所
有
」と「
個
人
的
所
有
」の
差
異
に
つ
い
て

　

マ
ル
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
「
ロ
ー
マ
的
形
態
」
と
の
対
照
に
お
い

て
、
「
個
人
的
所
有
」
と
共
同
体
の
関
連
に
つ
い
て
要
約
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
個
人
的
土
地
所
有
は
、
共
同
体
の
土
地
所
有
の
対
立
形

態
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
も
の

と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
な
く
て
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
共
同
体
は
、

こ
れ
ら
の
個
人
的
土
地
所
有
者
そ
の
も
の
の
相
互
間
の
連
関
の
な
か

に
の
み
存
在
す
る
。 

（ibid, S.389.

）

　

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
個
々
人
の
所
有
は
、
共
同
体
の
土
地
所

有
の
対
立
形
態
で
あ
り
な
が
ら
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の

と
し
て
の
私
的
所
有
で
あ
っ
た
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
第
二
形

態
に
お
い
て
、
私
的
所
有
者
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
都
市
市
民
・
国
家

市
民
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
逆
も
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
は
、
小
家
族
が
自
立
し
た
経
済
的
完
結
体

（G
änze

）
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
す
で
に
個
々
人
の
所
有
す

な
わ
ち
「
個
人
的
所
有
」
が
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
個

人
的
所
有
」
は
、
入
会
地
で
あ
る
公
有
地
を
小
家
族
が
個
人
的
所
有
者

と
し
て
利
用
し
、
共
同
所
有
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
共
同
体
が
、
共
同
的
に
利
用
さ
れ
る
狩
猟
地
、
牧
草
地
、

等
々
の
か
た
ち
で
特
殊
的
な
経
済
的
存
在
を
も
つ
場
合
で
も
、
そ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
所
有
者
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
代
表
者
（
ロ
ー
マ
に
お
け
る
よ
う
に
）
と
し
て

の
彼
ら
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
個

人
的
所
有
者
た
ち
に
よ
る
共
同
的
所
有
な
の
で
あ
っ
て
、
都
市
そ
の

も
の
の
か
た
ち
で
、
個
々
の
所
有
者
と
し
て
の
自
己
と
は
別
個
の
存

在
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
、
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
連
合
体
の
所
有
で

は
な
い
の
で
あ
る
。 

（ibid.

）

　

ゆ
え
に
、
先
に
見
た
「
私
的
（privat

）
」
の
語
源
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
数
多
く
の
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
「
私
的
」
か
「
個
人
的
」

と
い
う
区
別
そ
れ
自
体
に
マ
ル
ク
ス
の
力
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

土
地
に
た
い
す
る
関
わ
り
方
、
そ
の
利
用
様
式
の
差
異
こ
そ
が
問
題
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
形
態
に
お
い
て
は
、
国
家
の
代
表
者
で
あ
る
貴

族
が
公
有
地
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
平
民
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
た
た
め
私
的
所
有
者
と
し
て
存
在
し
た
。
一
方
、
第
三
形
態
に
お

い
て
は
、
入
会
地
と
し
て
の
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
農
村
共
同
体

の
成
員
で
あ
る
個
々
人
に
た
い
し
て
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
有
地
は



社会思想史研究　No. 38　2014

●　120

共
同
占
有
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
的
所
有
者
で
は

な
く
個
人
的
所
有
者
た
ち
の
共
同
的
所
有
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
共
同
体
は
、
マ
ル
ク
ス
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
即
自
的

に
言
語
、
血
統
な
ど
と
い
っ
た
部
族
の
共
同
性
と
し
て
前
提
と
な
っ
て

お
り
、
公
有
地
の
共
同
占
有
を
共
同
所
有
と
し
て
確
証
す
る
の
は
、
最

終
的
に
は
共
同
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
第
三
形
態
は
、
第
一

形
態
・
第
二
形
態
と
比
較
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
「
共
同
体
」
の
紐
帯
を

失
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
完
全
に
「
共
同
体
」
の
連
関
を
失
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
共
同
体
が
即
自
的

で
は
な
く
定
在
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
他
の
諸
部
族
に
対
抗
す
る
た

め
に
開
か
れ
た
諸
家
族
に
よ
る
「
現
実
の
集
会
」（ibid.

）
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
共
同
体
は
、
ロ
ー
マ
的
形
態
の
よ
う
に
個
々
人
の
経
済
的
定

在
で
あ
る
分
割
地
か
ら
空
間
的
に
も
分
離
し
た
「
実
在
す
る
統
一
体
」

（ibid.

）
と
し
て
の
国
家
所
有
の
公
有
地
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形

態
に
お
け
る
共
同
体
は
、
一
貫
し
てVereinigung

・E
inigung

・

Versam
m

lung

・E
rgänzung

と
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
動
的

な
連
関
の
結
果
と
し
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
個
人
的
土
地
所

有
者
ど
う
し
の
自
立
的
な
相
互
連
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

第
三
形
態
に
お
い
て
、
自
立
し
た
小
家
族
に
お
け
る
「
個
人
的
所
有

の
ほ
う
が
土
台
と
し
て
現
わ
れ
」
（ibid, S.390.

）
、
共
同
体
所
有
は
、

第
一
・
二
形
態
の
よ
う
に
土
台
で
は
な
く
、
個
人
的
所
有
の
補
完
化
と

し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
共
同
体
が
共
同
体
成
員
の
集
会
を
つ
う
じ
た

連
合
化
に
よ
っ
て
の
み
定
在
し
、
第
二
形
態
の
よ
う
に
国
家
制
度
、
す

な
わ
ち
独
自
な
組
織
制
度
と
し
て
実
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

共
同
体
の
定
在
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
の
特
定
の
形
態
、
ま
た
そ
の
経
済

的
基
礎
を
な
す
土
地
の
利
用
様
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
逆
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
で
は
都
市
が
、
ゲ
ル
マ
ン
で
は
個
々
の
小

家
族
の
住
居
が
、
経
済
的
完
結
体
を
な
し
て
い
た
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

に
お
け
る
「
個
人
的
所
有
」
は
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
自
立
的
に
家
族
農
業
と
し
て
経
済
的
な
土
台
を
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
個
人
的
所
有
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、

入
会
地
と
い
う
公
有
地
を
第
二
形
態
の
国
家
所
有
と
は
違
っ
た
仕
方
で
、

つ
ま
り
共
同
占
有
を
共
同
所
有
へ
と
転
化
可
能
に
す
る
共
同
体
の
定
在

に
よ
っ
て
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
共
同
体
に
よ
る
補
完
化

が
、
必
要
に
応
じ
た
集
会
と
い
う
動
的
な
連
合
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

こ
と
が
第
三
形
態
の
固
有
な
特
徴
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
第
三
形
態
に
お
い
て
強
調
す
る
ポ
イ
ン

ト
は
、
小
家
族
を
生
産
の
起
点
と
し
て
「
個
人
的
所
有
」
が
土
台
と
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
な
る
ほ
ど
、
第
一
形
態
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
第

二
形
態
に
お
け
る
共
同
体
に
媒
介
さ
れ
た
私
的
所
有
ほ
ど
に
共
同
体
の

実
在
を
前
提
と
し
て
い
な
く
て
も
、
補
完
化
、
媒
介
さ
れ
た
結
果
で
あ

り
な
が
ら
も
、
共
同
体
の
連
関
が
存
立
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
「
個
人
的
所
有
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
土
台
で
あ
る
と

は
い
え
、
共
同
体
が
共
同
占
有
の
公
有
地
を
確
保
・
維
持
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
個
人
的
所
有
」
は
補
完
化
（E

rgänzung

）
さ
れ
、

経
済
的
完
結
体
（G

änze

）
を
な
す
の
で
あ
る

）
16
（

。

　

ゆ
え
に
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
比
較
し

て
、
「
個
人
的
所
有
」
を
読
み
込
む
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ロ
ー

マ
形
態
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
比
較
し
て
「
個
人
的
所
有
」
の
特

徴
を
（
共
同
体
か
ら
の
）
自
立
や
自
由
に
求
め
る
だ
け
で
は
マ
ル
ク
ス

の
近
代
批
判
の
視
座
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形

態
が
、
個
人
の
自
立
性
と
い
う
点
で
、
ど
れ
ほ
ど
論
理
的
に
資
本
主
義

社
会
に
近
か
ろ
う
と
、
す
で
に
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
「
個
人
的
所
有
」

そ
れ
自
体
が
小
家
族
に
お
け
る
自
給
自
足
的
な
農
業
を
前
提
と
し
て
お

り
、
最
終
的
に
結
果
と
し
て
の
諸
家
族
の
連
合
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
部
族
共
同
体
が
解
体
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ゲ
ル

マ
ン
的
形
態
は
、
あ
く
ま
で
諸
個
人
に
本
源
的
所
有
を
保
証
さ
せ
る
独

自
な
肯
定
的
諸
制
限
を
、
第
一
・
二
形
態
と
異
な
る
か
た
ち
で
叙
述
し

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

）
17
（

。

お
わ
り
に

　

マ
ル
ク
ス
の
「
共
同
体
」
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
し
ろ
、
そ
の

批
判
者
に
し
ろ
、
極
め
て
近
代
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
近
代
資

本
主
義
社
会
が
、
「
共
同
体
」
の
解
体
す
な
わ
ち
「
自
由
な
労
働
者
」

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、「
共
同
体
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
自

由
で
自
律
し
た
個
人
」
が
理
論
的
前
提
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
共
同
体
」
の
解
体
に
よ
る
近
代
的
主
体
の
人
格
的
自
由
を
も
っ
ぱ
ら

強
調
す
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
考
察
に
よ
る
近
代
批
判
の
意

義
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
本
源
的
所
有
」
の

歴
史
的
解
体
と
そ
れ
に
後
続
す
る
「
本
源
的
蓄
積
」
の
結
果

）
18
（

と
し
て
創

出
さ
れ
た
「
無
所
有
」
と
い
う
近
代
資
本
主
義
社
会
の
固
有
性
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
諸
形
態
」
で
は
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
本
源
的
統
一
が
断
ち
切

ら
れ
た
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て
、
先
行
す
る
本
源
的
所
有
形

態
に
お
け
る
生
産
手
段
に
対
す
る
能
動
的
・
肯
定
的
な
関
わ
り
が
い
か

に
破
壊
さ
れ
て
い
る
か
が
主
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
的
「
私
的

所
有
」
と
は
異
な
る
「
私
的
所
有
」
と
「
個
人
的
所
有
」
の
区
別
に
お

い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て

は
、
特
定
の
形
態
の
「
共
同
体
」
が
自
由
な
個
人
を
束
縛
す
る
も
の
で

は
な
く
、
本
源
的
所
有
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
上
で

こ
そ
生
産
手
段
に
た
い
す
る
能
動
的
な
関
わ
り
や
「
個
性

）
19
（

」
が
発
展
す

る
。
マ
ル
ク
ス
は
晩
年
に
な
る
に
つ
れ
て
、
非
資
本
主
義
的
生
産
様
式

や
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
よ
う
に
、
物
象
的
諸
関
係
（
貨
幣
や
資
本
）

の
外
部
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
だ
解
体
さ
れ
て
い
な
い
「
共
同
性
」

を
よ
り
積
極
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
諸
形

態
」
に
お
い
て
も
、
中
世
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
と
い
う
「
人
格
的
関
わ
り

合
い
」
を
、
あ
る
意
味
で
再
建
さ
れ
た
本
源
的
「
共
同
体
」
と
し
て
評
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価
し
た
が
、
と
り
わ
け
『
資
本
論
』
執
筆
以
降
は
、
そ
れ
以
上
に
古
代

社
会
や
「
農
村
共
同
体
」
を
「
よ
り
高
次
な
形
態
で
復
活
」
（M

E
G

A
 

I/25, S.220.

）
す
る
こ
と
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
期
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
実
践
の
核
心
は
、
前
／
非
資
本
主
義
的

生
産
形
態
が
「
資
本
の
文
明
化
作
用
」
に
よ
っ
て
い
か
に
破
壊
さ
れ
再

編
成
さ
れ
た
か
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

 

（
す
み
だ
・
そ
う
い
ち
ろ
う
／
社
会
思
想
史
、
経
済
思
想
史
）

注（
1
） 

大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
初
版
：

一
九
五
五
年
）
、
四
頁
。
同
じ
く
こ
の
点
に
言
及
し
た
植
村
邦
彦
『
マ
ル

ク
ス
を
読
む
』
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
四
頁
を
参
照
。

（
2
） 

福
富
正
実
「
ソ
連
邦
の
諸
文
献
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
ア
ジ
ア
的
生
産
様

式
論
争
の
経
過
と
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
、
同
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様

式
論
争
の
復
活
』
未
來
社
、
一
九
六
九
年
、
三
七
九
頁
。
エ
リ
ッ
ク
・
ホ

ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
共
同
体
の
経
済
構
造
』
市
川
泰
治
郎
訳
、
未
來
社
、
一
九

六
九
年
、
三
五
頁
。

（
3
） 

前
掲
『
マ
ル
ク
ス
を
読
む
』
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
七
頁
。

（
4
） 

熊
野
聰
『
共
同
体
と
国
家
の
歴
史
理
論
』
青
木
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一

一
〇
頁
。

（
5
） 

同
、
一
〇
〇
頁
。

（
6
） 

平
田
清
明
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
九
六
・

四
三
四
頁
。

（
7
） Wood, E

llen 

（2008

）: “H
istorical m

aterialism
 in ‘Form

s w
hich 

precede C
apitalist Production ’”, in M

arcello M
usto 

（ed.

）, K
arl 

M
arxs G

rundrisse, London: R
outledge, p. 80. 

ま
た
、
ケ
ビ
ン
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
も
、「
諸
形
態
」
の
課
題
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〔
資
本
主
義
に
〕

先
行
す
る
社
会
と
ア
ジ
ア
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
的
軌
道
の
両
者
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
構
造
を
解
明
す
る
こ

と
」 

と
し
て
い
る 

（A
nderson, K

evin B
 

（2010

）: M
arx at th

e 
m

argins: on nationalism
, ethnicity, and non-W

estern societies, 
T

he U
niversity of C

hicago Press, p. 159.

）
。
さ
ら
に
、
『
マ
ル
ク
ス

と
ア
ジ
ア
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
叙
述
を
実
証
的
に
批
判
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
小
谷
汪
之
も
、
マ
ル
ク
ス
の
「
共
同
体
」
論
を
近
代

批
判
と
し
て
ク
リ
ア
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的

考
察
の
挿
入
が
、
当
時
の
歴
史
学
研
究
の
限
界
に
起
因
す
る
「
事
実
誤
認

に
基
づ
く
原
始
共
同
体
論
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
武
器
と
し
て
『
近

代
』
と
い
う
時
代
と
そ
こ
に
お
け
る
世
界
史
認
識
の
構
造
を
批
判
す
る
座

標
軸
を
確
立
し
え
た
」
と
い
う
（
小
谷
汪
之
『
共
同
体
と
近
代
』
青
木
書
店
、

一
九
八
二
年
、
一
〇
九
頁
）
。

（
8
） 

中
村
哲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、

一
二
頁
。

（
9
） 

同
じ
よ
う
な
区
別
は
『
六
一
―

六
三
草
稿
』
に
み
ら
れ
る
。
「
労
働
者
と
労

働
諸
条
件
と
の
本
源
的
統
一
に
は
［
労
働
者
自
身
が
客
体
的
な
労
働
条
件

に
属
し
て
い
る
奴
隷
関
係
を
別
と
す
れ
ば
］
二
つ
の
主
要
形
態
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
的
共
同
体
組
織
（
自
然
発
生
的
共
産
主
義
）
と
、
あ
れ

こ
れ
の
形
態
で
の
小
さ
な
家
族
農
業
（
そ
れ
に
は
家
内
工
業
が
結
び
つ
い

て
い
る
）
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
」
（M

E
G

A
 II/3.5, S.1854-1855.

）
マ
ル

ク
ス
か
ら
の
引
用
は
、
新
メ
ガ
版
（M

arx/E
ngels G

esam
tausgabe

）

に
よ
り
、M

E
G

A

と
略
記
し
、
巻
数
と
原
著
頁
数
を
付
記
す
る
。

（
10
） 

本
稿
で
は
、
新
メ
ガ
版
に
し
た
が
っ
て
、G

em
einw

esen

を
共
同
体
組
織
、

G
em

einde

を
共
同
体
と
翻
訳
す
る
が
、
特
に
両
者
の
区
別
が
問
題
と
な

ら
な
い
場
合
は
「
共
同
体
」
を
総
称
と
し
て
用
い
る
。
渡
辺
憲
正
は
、「
諸

形
態
」
研
究
で
初
め
て
、
前
者
を
経
済
的
な
再
生
産
組
織
、
後
者
を
政
治
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的
な
共
同
体
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
渡
辺
憲
正
「
『
経
済
学
批

判
要
綱
』
の
共
同
体
／
共
同
社
会
論
」
『
経
済
系
』
二
二
三
集
、
関
東
学

院
大
学
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
11
） 
望
月
清
司
は
、こ
の
「
自
由
な
土
地
所
有
」
ひ
い
て
は
「
ゲ
ル
マ
ン
的
所
有
」

を
封
建
制
解
体
期
あ
る
い
は
近
代
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
し
、
資
本
主

義
の
歴
史
的
起
源
を
読
み
込
ん
で
い
る
（
『
マ
ル
ク
ス
歴
史
理
論
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四
二
二
―
四
二
七
頁
）
。
し
か
し
、
中
村
が

的
確
に
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
本
源
的
所
有
」
の
論
理
的
規
定
を
看
過
し

た
見
解
に
す
ぎ
な
い
（
前
掲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
七
年
、
二
六
頁
）
。

（
12
） 

た
だ
し
、
戦
後
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
の
代
表
者
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
歴
史
学
者
テ
ー
ケ
イ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
は
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
史
的
唯
物
論
」
と
「
諸
形
態
」
の
理
論
的
差
異
に
無

頓
着
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
「
本

源
的
所
有
」
三
形
態
の
諸
限
界
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本

主
義
社
会
が
成
立
す
る
論
理
を
極
め
て
明
確
に
把
握
し
て
い
る
。
テ
ー
ケ

イ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
『
社
会
構
成
体
論
』
羽
仁
協
子
・
宇
佐
美
誠
次
郎
訳
、

未
來
社
、
一
九
七
七
年
、
一
三
九
頁
を
参
照
。

（
13
） 

テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
『
ロ
ー
マ
の
歴
史　

Ⅰ 

ロ
ー
マ
の
成
立
』
長
谷

川
博
隆
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
第
六
章
を
参
照
。
た

だ
し
、
マ
ル
ク
ス
は
「
諸
形
態
」
執
筆
時
ま
だ
こ
の
著
作
を
読
ん
で
い
な
い
。

（
14
） 

多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
基
本

的
特
徴
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
に
お
け
る
記
述
と
ほ
ぼ
一

致
す
る
。
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
諸
族
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
る
都
市
は
一
つ
も

な
い
こ
と
、
ま
た
彼
ら
は
そ
の
住
居
（
住
地
）
が
た
が
い
に
密
接
し
て
い

る
こ
と
に
は
、
堪
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
泉
が
、
野
が
、
林
が
、
そ
の
心
の
適
う
ま
ま
に
、

散
り
散
り
に
分
か
れ
て
住
居
（
住
地
）
を
営
む
。
」（
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー

ニ
ア
』
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
）
。
た
だ
し
、

藤
原
浩
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
か
ら
は
散
居
制
定

住
・
小
村
制
定
住
・
村
落
制
定
住
の
全
て
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

マ
ル
ク
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
と
考
え
た
「
散
居
制
」
は
共
同
体
的
規
制

が
最
も
弛
緩
し
た
定
住
形
態
で
あ
っ
て
、
戦
士
共
同
体
の
要
素
が
強
い
タ

キ
ト
ゥ
ス
時
代
と
は
一
致
し
な
い
（
藤
原
浩
「
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
と
は

な
に
か
」
『
思
想
』
一
月
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
を
参
照
）
。
お
そ

ら
く
当
時
の
古
ゲ
ル
マ
ン
社
会
史
研
究
に
お
い
て
有
力
な
見
解
で
あ
っ
た

ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ
ー
『
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
史
』
の
影
響
が
考
え
ら

れ
る
が
、
ロ
ー
マ
形
態
に
お
け
る
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
ゲ

ル
マ
ン
的
形
態
の
素
地
と
し
た
歴
史
的
考
察
は
定
か
で
は
な
い
（
モ
ー
リ

ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
人
類
学
』
山
内
昶
・
山
内
彰
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
、
四
九
―
五
〇
頁
）
。

（
15
） 

佐
々
木
隆
治
『
マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論
―
―
資
本
主
義
批
判
と
し
て
の
素

材
の
思
想
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
、
第
四
章
第
五
節
を
参
照
。

（
16
） 

先
行
研
究
で
は
、
熊
野
聰
が
「
個
人
的
所
有
」
を
「
共
同
体
」
の
連
関
に

お
い
て
的
確
に
把
握
し
て
い
る
。
「
「
個
人
的
」
と
い
う
意
味
は
、
第
一
に

集
団
的
所
有
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
に
共
同
体
や
国

家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
個
人
的
に
「
土
地

を
取
」
り
、
「
農
場
を
建
て
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。

共
同
体
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
共
同
体
が
あ
っ
て
個
人
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
自
立
的
農
民
と
し
て
の
個
人
が
あ
っ
て
、
互
い
の
所
有
を

保
証
し
あ
う
も
の
と
し
て
共
同
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
」（
熊
野
聰
『
北

の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
六
三
頁
）
。
熊
野
に

よ
れ
ば
、
北
欧
初
期
社
会
は
、
牧
畜
と
い
う
自
営
に
適
し
た
生
産
の
お
か

げ
で
、
近
世
ま
で
民
族
移
動
以
前
の
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
共
同
体
の
特
質
が

残
存
し
た
と
い
う
。
そ
の
北
欧
初
期
社
会
研
究
は
、
「
諸
形
態
」
の
ゲ
ル

マ
ン
的
形
態
を
豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
点
で
優
れ
て
い
る
が
、
「
個
人
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的
（individuel

）
所
有
」
を
農
場
経
営
者
で
あ
る
家
父
長
個
人
の
所
有

に
限
定
し
て
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
①
単
な
る
個
人
で
は
な
く
、

分
割
（dividuus

）
不
可
能
（in

）
な
最
小
単
位
と
し
て
の
小
家
族
を
意

味
し
、
②
ロ
ー
マ
的
形
態
の
「
私
的
所
有
」
と
異
な
り
、
公
有
地
利
用
が

排
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
現
、
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
、
ゲ
ル
マ
ン

的
共
同
体
に
お
け
る
「
個
人
の
実
在
性
」
を
強
調
し
て
し
ま
う
。
平
田
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
〔
…
〕individuel

はgens indivisé

（
英

語
で
はundivided m

em
bers

）
を
直
接
に
は
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
き

わ
め
て
深
く
共
同
体
的
人
間
結
合
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
あ

る
」
（
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、

一
三
五
頁
）
。
さ
ら
に
、
福
富
も
マ
ル
ク
ス
が
「
個
人
的
所
有
」
と
し
て

表
現
し
て
い
る
も
の
は
「
家
族
共
同
体
的
な
共
同
占
有
」
、
「
家
族
共
同
体

的
な
共
同
耕
作
に
も
と
づ
く
個
別
的
な
土
地
占
有
」
で
あ
る
と
的
確
に
指

摘
し
て
い
る
（
福
富
正
実
『
経
済
学
と
自
然
哲
学
』
世
界
書
院
、
一
九
八

九
年
、
五
七
頁
）
。

（
17
） 

た
だ
し
、
（
一
）
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
三
形
態
」
と
い
う
区
別
の

意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
固
有
な
諸
制
限
（
共
同
体
の
紐
帯
度
合
、

暴
力
の
組
織
化
、
分
割
地
所
有
、
公
有
地
の
共
同
占
有
、
零
細
農
業
と
家

内
工
業
の
統
一
、
小
家
族
農
業
、
等
々
）
、
す
な
わ
ち
素
材
的
規
定
性
に

基
づ
く
「
本
源
的
所
有
」
の
論
理
を
つ
か
む
こ
と
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が

強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
諸
制
限
を
否
定
す
る
こ
と
で
初
め

て
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
前
提
で
あ
る
「
無
所
有
」
が
成
立
す
る
。

（
18
） 『
資
本
論
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
諸

形
態
」
の
課
題
で
あ
る
「
本
源
的
所
有
」
論
が
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
起

源
を
考
察
対
象
と
し
た
「
本
源
的
蓄
積
」
よ
り
も
歴
史
的
に
先
行
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
平
田
や
望
月
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
『
要
綱
』
に
お
け
る
「
諸
形
態
」
の
歴
史
的
考
察
は
、
理
論

的
展
開
で
あ
る
資
本
の
蓄
積
＝
循
環
過
程
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、「
領
有
法
則
の
転
回
」
論
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
諸

形
態
」
の
「
領
有
法
則
の
転
回
」
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
資
本

主
義
社
会
の
等
価
交
換
に
お
け
る
「
自
己
労
働
の
生
産
物
に
た
い
す
る
私

的
所
有
を
条
件
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う
外
観
」
は
、
「
生
き
た
労
働
能

力
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
の
切
り
離
し
」
を
前
提
と
し
て
い
る
（ibid, 

S.412.

）
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
私
的
所
有
」
は
、
「
本
源
的
所
有
」

を
保
証
さ
れ
た
ロ
ー
マ
的
あ
る
い
は
ゲ
ル
マ
ン
的
所
有
と
は
明
確
に
区
別

さ
れ
る
。

（
19
） 

マ
ル
ク
ス
は
、
本
源
的
所
有
に
つ
い
て
「
個
人
（Individuum

）
が
、
土

地
す
な
わ
ち
生
産
の
外
的
な
原
初
条
件
〔
…
〕
に
た
い
し
て
、
自
分
の
個

性
（Individualität

）
に
属
す
る
諸
前
提
―
―
つ
ま
り
自
分
の
個
性
の
定

在
諸
様
式
―
―
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」

（ibid, S.396.

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
個
性
は
、
『
資
本
論
』
で
述
べ
ら

れ
た
小
経
営
的
生
産
様
式
に
お
け
る
「
労
働
者
自
身
の
自
由
な
個
性
」

（M
E

G
A

 II/6, S.681.

）
と
同
義
で
あ
っ
て
、
「
個
人
的
（individuel

）

所
有
の
再
建
」
論
に
連
な
る
。
大
谷
禎
之
介
は
、
『
六
一
―

六
三
草
稿
』
で

の
覚
書
か
ら
、
本
源
的
な
共
同
体
で
見
ら
れ
た
共
同
所
有
が
「
個
人
的
所

有
」
と
し
て
「
再
建
」
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
把
握
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
（
大
谷
禎
之
介
『
マ
ル
ク
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
』
桜
井
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
一
六
一
頁
）
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
共
同
体
、
私
的
所
有
、
個
人
的
所
有


